
議案第５２号  

 

 瑞穂町個人情報保護条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２７年９月１日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）の施行に伴い、条例を改正す

る必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町個人情報保護条例の一部を改正する条例  

 

第１条  瑞穂町個人情報保護条例（平成１５年条例第３号）の一部

を次のように改正する。  

  第２条の見出しを「（定義）」に改め、同条中第５号を第７号

とし、第４号を第５号とし、同号の次に次の１号を加える。  

 （６）本人  個人情報によって識別される特定の個人をいう。  

  第２条第３号ただし書中「電磁的に記録されているもの」を「電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。）」

に改め、同号の次に次の１号を加える。  

 （４）特定個人情報  行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。  

 

 

 



以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人

情報をいう。  

 第１１条の次に次の１条を加える。  

  （特定個人情報の提供の制限）  

 第１１条の２  実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該

当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。  

第２条  瑞穂町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。  

  第１条中「訂正及び利用停止」を「訂正等」に改める。  

  第２条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を

第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。  

 （５）保有特定個人情報  実施機関の職員が職務上作成し、又は

取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織

的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、文

書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に限る。  

  第１１条第１項中「超えて、保有個人情報」の次に「（保有特

定個人情報を除く。以下この条において同じ。）」を加える。  

  第１１条の２を第１１条の３とし、第１１条の次に次の１条を

加える。  

  （保有特定個人情報の利用の制限）  

 第１１条の２  実施機関は、保有特定個人情報を目的外利用して

はならない。  

 ２  実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は

財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意

があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有

特定個人情報を目的外利用することができる。ただし、保有特

定個人情報を目的外利用することによって、本人又は第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、

この限りでない。  

  第１３条第２項中「法定代理人」の次に「（保有特定個人情報

にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本

人の委任による代理人）」を加える。  

  第１４条中「法定代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっ

ては、法定代理人又は本人の委任による代理人）」を加える。  



  第１９条第２項を次のように改める。  

 ２  何人も、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をする

ことができる。  

 （１）第７条の規定に違反して収集されたものであるとき、第１

１条第１項若しくは第１１条の２の規定に違反して利用され

ているとき、番号法第２０条の規定に違反して収集され、若

しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の規定に違

反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９

項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されて

いるとき  当該自己情報の利用の停止又は削除  

 （２）第１１条第１項又は第１１条の３の規定に違反して提供さ

れているとき  当該自己情報の提供の停止  

  第１９条第３項を削り、同条第４項中「自己情報に係る記載の

訂正、削除及び目的外利用等の中止」を「前２項に規定する訂正、

利用の停止若しくは削除又は提供の停止」に改め、同項を同条第

３項とする。  

  第２８条第１項中「保有個人情報」の次に「（保有特定個人情

報を除く。）」を加える。  

第３条  瑞穂町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。  

  目次中「第２１条」を「第２１条の２」に改める。  

  第２条中第８号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ず

つ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。  

 （５）情報提供等記録  番号法第２３条第１項及び第２項に規定

する記録に記録されたものをいう。  

  第１１条の２第１項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提

供等記録を除く。以下この条において同じ。）」を加える。  

  第１１条の３の次に次の１条を加える。  

  （情報提供等記録の利用の制限）  

 第１１条の４  実施機関は、情報提供等記録を目的外利用しては

ならない。  

  第１９条第２項中「自己情報」の次に「（情報提供等記録を除

く。以下この項において同じ。）」を加える。  



  第２１条の次に次の１条を加える。  

  （自己情報の提供先への通知）  

 第２１条の２  実施機関は、前条第２項の規定により自己情報を

訂正した場合において、必要があると認めるときは、当該自己

情報の提供先（情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号

法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該

訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施

機関以外のものに限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面

により通知するものとする。  

 

   附  則  

 この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２

条の規定は平成２８年１月１日から、第３条の規定は行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）附則第１条第５号に定める日から施行する。  
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第1条による改正 

瑞穂町個人情報保護条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章 略    第1章 略 

第1条 略 第1条 略 

 (定義)  (用語の定義) 

第2条 略 第2条 略 

(1)(2) 略 (1)(2) 略 

(3)保有個人情報 実施機関の職員が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するも

のとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、文書、図画、写真、フ

ィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録をいう。

以下同じ。)に限る。 

(3)保有個人情報 実施機関の職員が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するも

のとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、文書、図画、写真、フ

ィルム及び電磁的に記録されているものに

限る。 

(4)特定個人情報 行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」

という。)第2条第8項に規定する特定個人情

報をいう。 

 

(5) 略 (4) 略 

(6)本人 個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

 

(7) 略 (5) 略 

第3条から第5条 略 第3条から第5条 略 

   第2章 略    第2章 略 

第6条から第11条 略 第6条から第11条 略 

 (特定個人情報の提供の制限)  

第11条の2 実施機関は、番号法第19条各号の

いずれかに該当する場合を除き、特定個人
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情報を提供してはならない。 

第12条 略 第12条 略 

   第3章から第6章 略    第3章から第6章 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成27年10月5日から施行す

る。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日か

ら、第3条の規定は行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定

める日から施行する。 
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第2条による改正 

瑞穂町個人情報保護条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章 略    第1章 略 

 (目的)  (目的) 

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展

にかんがみ、実施機関における個人情報の

取扱いについての基本的事項を定め、保有

個人情報の開示、訂正等を請求する権利を

明らかにするとともに、町政の適正な運営

を図りつつ、個人の権利利益を保護するこ

とを目的とする。 

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展

にかんがみ、実施機関における個人情報の

取扱いについての基本的事項を定め、保有

個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求

する権利を明らかにするとともに、町政の

適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を

保護することを目的とする。 

 (定義)  (定義) 

第2条 略 第2条 略 

(1)から(4) 略 (1)から(4) 略 

(5)保有特定個人情報 実施機関の職員が職

務上作成し、又は取得した特定個人情報で

あって、当該実施機関の職員が組織的に用

いるものとして保有しているものをいう。

ただし、文書、図画、写真、フィルム及び

電磁的記録に限る。 

 

(6) 略 (5) 略 

(7) 略 (6) 略 

(8) 略 (7) 略 

第3条から第5条 略 第3条から第5条 略 

   第2章 略    第2章 略 

第6条から第10条 略 第6条から第10条 略 

 (保有個人情報の利用及び提供の制限)  (保有個人情報の利用及び提供の制限) 

第11条 実施機関は、保有個人情報取扱事務

の目的の範囲を超えて、保有個人情報(保有

特定個人情報を除く。以下この条において

同じ。)を当該実施機関内で利用(以下「目

第11条 実施機関は、保有個人情報取扱事務

の目的の範囲を超えて、保有個人情報  

 を当該実施機関内で利用(以下「目的外利

用」という。)し、又は実施機関以外の者に
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的外利用」という。)し、又は実施機関以外

の者に提供(以下「外部提供」という。)し

てはならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

提供(以下「外部提供」という。)してはな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。 

(1)から(6) 略 (1)から(6) 略 

2及び3 略 2及び3 略 

 (保有特定個人情報の利用の制限)  

第11条の2 実施機関は、保有特定個人情報を

目的外利用してはならない。 

 

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、人

の生命、身体又は財産の安全を守るために

必要がある場合であって、本人の同意があ

り、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、保有特定個人情報を目的外利用

することができる。ただし、保有特定個人

情報を目的外利用することによって、本人

又は第三者の権利利益を不当に侵害するお

それがあると認められるときは、この限り

でない。 

 

第11条の3 略 第11条の2 略 

第12条 略 第12条 略 

   第3章 略    第3章 略 

 (保有個人情報の開示を請求できる者)  (保有個人情報の開示を請求できる者) 

第13条 略 第13条 略 

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(保有特定個人情報にあっては、未成年者若

しくは成年被後見人の法定代理人又は本人

の委任による代理人)は、本人に代わって前

項の開示を請求することができる。 

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

    は、本人に代わって前項の開示を請

求することができる。 

 (自己情報の開示の請求方法)  (自己情報の開示の請求方法) 

第14条 前条の規定により自己情報の開示を

請求しようとする者は、実施機関に対し、

本人又はその法定代理人(保有特定個人情

報にあっては、法定代理人又は本人の委任

による代理人)であることを明らかにした

上で、次に掲げる事項を記載した請求書を

第14条 前条の規定により自己情報の開示を

請求しようとする者は、実施機関に対し、

本人又はその法定代理人   であること

を明らかにした上で、次に掲げる事項を記

載した請求書を提出しなければならない。 
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提出しなければならない。 

(1)から(3) 略 (1)から(3) 略 

第15条から第18条の2 略 第15条から第18条の2 略 

 (自己情報の訂正等を請求できる者)  (自己情報の訂正等を請求できる者) 

第19条 略 第19条 略 

2 何人も、自己情報が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、実施機関に対し、

当該各号に定める措置の請求をすることが

できる。 

2 何人も、実施機関が第7条第1項若しくは第

2項に規定する制限を超え、又は同条第3項

の規定によらないで、自己情報を収集され

たと認めるときは、当該実施機関に対し、

その削除の請求をすることができる。 

(1)第7条の規定に違反して収集されたもので

あるとき、第11条第1項若しくは第11条の2

の規定に違反して利用されているとき、番

号法第20条の規定に違反して収集され、若

しくは保管されているとき、又は番号法第2

8条の規定に違反して作成された特定個人

情報ファイル(番号法第2条第9項に規定す

る特定個人情報ファイルをいう。)に記録さ

れているとき 当該自己情報の利用の停止

又は削除 

 

(2)第11条第1項又は第11条の3の規定に違反

して提供されているとき 当該自己情報の

提供の停止 

 

 3 何人も、実施機関が第11条第1項の規定に

よらないで、自己情報の目的外利用等をし

ていると認めるときは、当該実施機関に対

し、その中止の請求をすることができる。 

3 第13条第2項の規定は、前2項に規定する訂

正、利用の停止若しくは削除又は提供の停

止(以下「訂正等」という。)について準用

する。 

4 第13条第2項の規定は、自己情報に係る記

載の訂正、削除及び目的外利用等の中止(以

下「訂正等」という。)について準用する。 

第20条及び第21条 略 第20条及び第21条 略 

   第4章 略    第4章 略 

   第5章 略    第5章 略 

第25条から第27条 略 第25条から第27条 略 

 (他の制度との調整)  (他の制度との調整) 
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第28条 この条例は、他の法令等の規定によ

り保有個人情報(保有特定個人情報を除

く。)の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本そ

の他の写しの交付の手続が定められている

場合については、適用しない。 

第28条 この条例は、他の法令等の規定によ

り保有個人情報   の閲覧若しくは縦覧

又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続

が定められている場合については、適用し

ない。 

2及び3 略 2及び3 略 

第28条の2及び第29条 略 第28条の2及び第29条 略 

   第6章 略    第6章 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成27年10月5日から施行す

る。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日か

ら、第3条の規定は行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定

める日から施行する。 
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第3条による改正 

瑞穂町個人情報保護条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

 第1章及び第2章 略  第1章及び第2章 略 

 第3章 自己情報の開示及び訂正等(第13条

―第21条の2) 

 第3章 自己情報の開示及び訂正等(第13条

―第21条) 

 第4章から第6章 略  第4章から第6章 略 

 附則  附則 

  

   第1章 略    第1章 略 

第1条 略 第1条 略 

 (定義)  (定義) 

第2条 略 第2条 略 

(1)から(4) 略 (1)から(4) 略 

(5)情報提供等記録 番号法第23条第1項及び

第2項に規定する記録に記録されたものを

いう。 

 

(6) 略 (5) 略 

(7) 略 (6) 略 

(8) 略 (7) 略 

(9) 略 (8) 略 

第3条から第5条 略 第3条から第5条 略 

   第2章 略    第2章 略 

第6条から第11条 略 第6条から第11条 略 

 (保有特定個人情報の利用の制限)  (保有特定個人情報の利用の制限) 

第11条の2 実施機関は、保有特定個人情報

(情報提供等記録を除く。以下この条におい

て同じ。)を目的外利用してはならない。 

第11条の2 実施機関は、保有特定個人情報  

   を目的外利用してはならない。 

2 略 2 略 

第11条の3 略 第11条の3 略 

 (情報提供等記録の利用の制限)  

第11条の4 実施機関は、情報提供等記録を目  
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的外利用してはならない。 

第12条 略 第12条 略 

   第3章 略    第3章 略 

第13条から第18条の2 略 第13条から第18条の2 略 

 (自己情報の訂正等を請求できる者)  (自己情報の訂正等を請求できる者) 

第19条 略 第19条 略 

2 何人も、自己情報(情報提供等記録を除く。

以下この項において同じ。)が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、実施機

関に対し、当該各号に定める措置の請求を

することができる。 

2 何人も、自己情報   が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、実施機関

に対し、当該各号に定める措置の請求をす

ることができる。 

(1)(2) 略 (1)(2) 略 

3 略 3 略 

第20条及び第21条 略 第20条及び第21条 略 

 (自己情報の提供先への通知)  

第21条の2 実施機関は、前条第2項の規定に

より自己情報を訂正した場合において、必

要があると認めるときは、当該自己情報の

提供先(情報提供等記録にあっては、総務大

臣及び番号法第19条第7号に規定する情報

照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情

報提供等記録に記録された者であって、当

該実施機関以外のものに限る。))に対し、

遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

 

   第4章から第6章 略    第4章から第6章 略 

  

   附 則  

 この条例は、平成27年10月5日から施行す

る。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日か

ら、第3条の規定は行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定

める日から施行する。 

 

  


